
芸西村の消費者行政に関する村長表明 

 

芸西村では平成 21 年度から地方消費者行政活性化基金を活用し、消費者被害

未然防止のための消費者教育・啓発活動に努めてまいりました。 

 

しかし近年、私たち消費者を取り巻く環境はサービスの多様化、情報化の進

展により、環境は大きく変化しております。 

 

芸西村でも昨年、ハガキや電話による架空請求・契約といった消費者トラブ

ルが発生しました。 

 

芸西村では今後も引き続き、地域の皆様と関係機関との連携を深めるととも

に、村民の皆様が安全・安心して暮らせる地域社会の実現に向けて、全力で消

費者行政の推進に取り組んでまいります。 

 

                    平成３１年３月４日 

                    

 芸西村長 溝渕  孝 


